
２００６．　．　（　） ７ １１２ 町田市コールセンター11０４２・７２４・５６５６

偶
者
・
世
帯
主
の
所
得
が
審
査
対
象
と

な
り
ま
す
。

○
若
年
者
納
付
猶
予
―　

歳
代
の
方
に

２０

限
ら
れ
、
本
人
・
配
偶
者
の
所
得
が
審

査
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

申
請
は
国
保
年
金
課
国
民
年
金
係
ま

た
は
お
近
く
の
市
民
セ
ン
タ
ー
で
で
き

ま
す
。
認
印
と
年
金
手
帳
を
お
持
ち
の

上
お
い
で
下
さ
い
（
町
田
市
に
転
入
さ

れ
た
方
は
前
年
も
し
く
は
前
々
年
の
所

得
が
確
認
で
き
る
書
類
も
必
要
で

す
）
。

　

承
認
期
間
は
、
老
齢
・
障
害
・
遺
族

基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
期

間
に
算
入
さ
れ
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に

も
一
部
反
映
さ
れ
ま
す
（
若
年
者
納
付

猶
予
は
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
）

（
注
）
一
部
納
付
制
度
は
、
納
付
す
べ

き
保
険
料
が
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
未

納
期
間
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ

い
。

　

い
ず
れ
の
場
合
も
、　

年
以
内
で
あ

１０

れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が

で
き
、
納
め
た
場
合
は
保
険
料
納
付
済

期
間
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

こんなときは忘れずに手続きを！

申　請　先必要な手続

国保年金課国民年金係
または各市民センター

厚生年金等に加入していた方が
退職したときは、第１号被保険
者への変更手続きが必要です。

会社などを
退職したとき

配偶者の勤務先の会社
または共済組合

厚生年金等に加入している配偶
者の扶養（第３号被保険者）に
なったときは、健康保険の届出
と一緒に勤務先の会社または共
済組合へ届出することになりま
す。

配偶者の扶養
（第３号被保険者）
になったとき

国保年金課国民年金係
または各市民センター

収入が増えたり、離婚等により
配偶者の扶養（第３号被保険
者）でなくなったときは、第１
号被保険者への変更手続きが必
要です。

配偶者の扶養
（第３号被保険者）
でなくなったとき

国保年金課国民年金係
または各市民センター

厚生年金等に加入していた配偶
者が退職したときは、扶養され
ていた方（第３号被保険者）も
第１号被保険者への変更手続き
が必要です。

配偶者が
退職したとき

配偶者の勤務先の会社
または共済組合

引き続き配偶者の扶養（第３号
被保険者）になるときは、健康
保険の届出と一緒に新しい勤務
先の会社または共済組合へ届出
することになります。

配偶者が
転職したとき

第３号被保険者第２号被保険者第１号被保険者

第２号被保険者に扶養
されている妻または夫

厚生年金や共済組合に
加入している会社員や
公務員など

自営業・学生・フリー
ター・無職の人など

年金手帳をなくしてしまったら

　再交付することができます。ただし、被保険者の種類
により手続き先が異なりますので、ご注意下さい。

市役所国保年金課国民年金係
または各市民センター

（八王子社会保険事務所から送付されます）
第１号被保険者

勤務先の会社等第２号被保険者

配偶者の勤務先の会社等第３号被保険者

年金請求の手続き・相談

申　請　先対　象　者

国保年金課国民年金係
各市民センター

国民年金第１号被保険者期間の
みで受給権のある方

老齢基礎年金
八王子社会保険事務所
町田年金相談センター

国民年金第３号被保険者期間、
または厚生年金等に加入してい
た期間があり、受給権のある方

国保年金課国民年金係

国民年金第１号加入中、または
２０歳前に初診日があり、現在障
害基礎年金の１，２級相当の障
害の状態にある方

障害基礎年金

八王子社会保険事務所
町田年金相談センター

国民年金第３号加入中に初診日
があり、現在障害基礎年金の
１，２級相当の障害の状態にあ
る方

国保年金課国民年金係
各市民センター

国民年金加入中、または老齢基
礎年金受給権のある方、もしく
は老齢基礎年金受給中の方が亡
くなった場合、子のある妻か子
（子が１８歳未満）

遺族基礎年金

国保年金課国民年金係
各市民センター

老齢基礎年金受給権のある夫が
何の年金も受けずに亡くなった
場合、婚姻期間が１０年以上ある
妻で、６０～６５歳の間の方

寡婦年金

国保年金課国民年金係
各市民センター

保険料を３年以上納めた人が何
の年金も受けずに亡くなった場
合、その遺族の方

死亡一時金

国保年金課国民年金係

①平成３年３月以前の国民年金
任意加入対象者であった学生
②昭和６１年３月以前の国民年金
任意加入対象者であった厚生年
金保険等に加入していた方の配
偶者
①または②の方で任意加入して
いなかった期間中に初診日があ
り、現在障害基礎年金の１，２
級相当の障害の状態にある方

特別障害給付金

※各年金の受給要件等について、詳しくは申請先にお問い合わせ下さい。
※全ての年金は受給資格があっても、本人の請求がなければ支給されません。
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足
は
第
２
の
心
臓
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
も
な
く
夏
、
自
分
に
合
っ
た
靴

で 
颯  
爽 
と
出
か
け
ま
し
ょ
う
。

さ
っ 
そ
う

自
分
の
足
の
サ
イ
ズ
を
知
る

　

足
長
（
か
か
と
の
１
番
出
た
箇
所
か

ら
爪
先
ま
で
の
長
さ
）
と
足
囲
（
親
指

の
付
け
根
と
小
指
の
付
け
根
の
一
周
で

す
。
サ
イ
ズ
表
示
で
は
、
Ｅ
、
Ｅ
Ｅ
な

ど
と
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
靴
の
幅

の
表
示
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
を
測
り
ま

し
ょ
う
。
同
じ
足
囲
で
も
幅
が
広
く
、

甲
が
高
い
足
、
幅
が
広
く
甲
が
薄
い
足

も
あ
り
ま
す
。
足
の
形
と
靴
の
形
が
よ

り
近
い
、
履
き
や
す
い
靴
を
選
ぶ
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

日
本
の
男
性
の
足
囲
は
、
Ｅ
、
２
Ｅ

が
多
い
よ
う
で
す
が
、
大
量
生
産
の
た

め
に
、
市
販
品
は
、
３
Ｅ
、
４
Ｅ
が
中

心
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
女
性
の

足
囲
は
Ｅ
以
下
が
多
い
よ
う
で
す
が
、

サ
イ
ズ
は
２
Ｅ
、
３
Ｅ
、
４
Ｅ
が
中
心

に
な
っ
て
い
ま
す
。

足
の
健
康
を
守
る
た
め
の
靴
選
び

―
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
―

　

合
わ
な
い
靴
は
少
し
ず
つ
足
腰
の
痛

み
や
、 
外  
反  
母  
趾 
、
た
こ
、
魚
の
目
、

が
い 
は
ん 

ぼ 

し

巻
き
爪
等
の
病
気
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

健
康
の
た
め
に
は
デ
ザ
イ
ン
の
妥
協

も
必
要
で
す
。
あ
な
た
は
次
の
こ
と
を

気
に
し
て
い
ま
す
か
？

○
か
か
と
の
低
い
靴
を
履
く
よ
う
に
心

が
け
て
い
ま
す
か
？

○
履
い
た
時
に
、
か
か
と
は
、
し
っ
か

り
し
て
い
ま
す
か
？

○
ヒ
ー
ル
は
な
だ
ら
か
で
す
か
？

○
ひ
も
靴
を
で
き
る
だ
け
選
ん
で
い
ま

す
か
？　

ひ
も
は
ぐ
っ
と
締
め
て
調
節

し
て
み
て
下
さ
い
。

○
通
勤
、
散
歩
な
ど
に
履
き
分
け
を
し

て
い
ま
す
か
？

○
靴
の
中
で
足
指
を
動
か
し
て
み
て
下

さ
い
。
動
い
て
い
ま
す
か
？　

ピ
ッ
タ

リ
は
感
心
し
ま
せ
ん
。

○
靴
を
履
い
て
、
足
指
を
靴
先
に
つ
け

て
、
か
か
と
と
靴
の
間
に
鉛
筆
１
本
が

入
り
ま
す
か
？

○
足
指
全
部
が
靴
底
に
接
し
て
い
ま
す

か
？

　

そ
の
他
に
、
靴
下
も
歩
き
や
す
い
も

の
を
選
ん
で
下
さ
い
。

　

例
え
ば
、
５
本
指
ソ
ッ
ク
ス
を
履
い

て
歩
く
と
、
裸
足
や
普
通
の
靴
下
を
履

く
よ
り
も
安
定
し
た
歩
行
が
で
き
る
と

い
う
人
も
い
ま
す
。

　

最
近
は
お
し
ゃ
れ
だ
け
で
な
く
、
健

康
に
気
を
配
っ
て
く
れ
る
シ
ュ
ー
フ
ィ

ッ
タ
ー
の
い
る
お
店
が
増
え
て
い
ま

す
。　
　
　

　

足
の
健
康
の
た
め
に
や
さ
し
い
靴
を

見
つ
け
ま
し
ょ
う
。

「
町
田
の
マ

チ
コ
」
で
す

八王子社会保険事務所
〒１９２－００７５　八王子市南新町４－１
1０４２－６２６－３５１１

町田年金相談センター
〒１９４－００２２　
町田市森野１－１５－１３パリオビル５階
電話でのお問い合わせはできません

社会保険事務所の業務内容
保険料の収納、納付書の再発行、厚生年
金・国民年金に関する受給相談、請求手
続き、加入記録の確認、年金額の試算、
年金受給者あて通知の再発行等

年金相談センターの業務内容
厚生年金・国民年金に関する受給相談、
請求手続き、加入記録の確認、年金額の
試算、年金受給者あて通知の再発行等

ああ
なな
たた
のの
暮暮
らら
しし
をを
支支
ええ
るる

国国

民民

年年

金金

　

私
た
ち
は
、
誰
で
も
必
ず
年
を
と
り

ま
す
。
ま
た
、
病
気
や
け
が
で
障
が
い

を
負
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

年
金
制
度
は
、
高
齢
や
障
が
い
に
よ

っ
て
働
け
な
く
な
っ
た
り
、
働
き
手
を

失
っ
た
と
き
に
所
得
保
障
を
行
う
仕
組

み
で
、
世
代
と
世
代
を
支
え
あ
う
制
度

で
す
（
老
齢
基
礎
年
金
受
給
の
た
め
の

資
格
期
間
は　

年
、
障
害
・
遺
族
基
礎

２５

年
金
も
各
々
納
付
要
件
が
あ
り
ま

す
）
。

　

国
民
年
金
は
日
本
に
住
む　

歳
以
上

２０

　

歳
未
満
す
べ
て
の
人
が
加
入
し
て
、

６０一
人
ひ
と
り
が
老
後
に
共
通
の
年
金
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
国
が
運
営
し
て
い

ま
す
。

□問
 

国
保
年
金
課
国
民
年
金
係
11
７
２
４

・
２
１
２
７

保
険
料
の
納
付
方
法
は

　

平
成　

年
度
の
保
険
料
額
は
定
額

１８

で
、
１
か
月
１
万
３
８
６
０
円
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
納
付
案
内
書
（
納
付

書
）
を
使
っ
て
、
最
寄
り
の
金
融
機
関

・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
て
下
さ
い
。
市
役
所
や
市
民
セ

ン
タ
ー
で
は
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
納
付
書
の
発
行
も
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
納
付
書
を
紛
失
し
た
場
合
に
は
八

王
子
社
会
保
険
事
務
所
に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

　

保
険
料
の
お
支
払
い
は
口
座
振
替
が

便
利
で
す
。
半
年
・
一
年
の
前
納
割
引

や
、
各
月
の
早
割
（
通
常
翌
月
末
引
き

落
と
し
の
保
険
料
を
当
月
末
に
引
き
落

し
ま
す
）
な
ど
の
割
引
制
度
が
あ
り
、

納
め
忘
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
口
座
振
替

を
ご
希
望
の
場
合
は
、
直
接
、
金
融
機

関
・
郵
便
局
等
で
手
続
き
し
て
下
さ

い
。

□問
 

八
王
子
社
会
保
険
事
務
所
11
０
４
２

・
６
２
６
・
３
５
１
１

学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す

　

大
学
、
専
門
学
校
、
各
種
学
校
等
の

学
生
で
本
人
の
前
年
中
の
所
得
が
１
１

８
万
円
（
年
収
約
１
９
４
万
円
）
以
下

の
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
は
、
市
役
所
国
保
年
金
課
国
民

年
金
係
ま
た
は
お
近
く
の
市
民
セ
ン
タ

ー
で
で
き
ま
す
。
学
生
証
ま
た
は
在
学

証
明
書
と
認
印
を
お
持
ち
下
さ
い
。

　

承
認
期
間
は
、
老
齢
・
障
害
・
遺
族

基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
期

間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年

金
の
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、　

年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か

１０

の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
、
納
め

た
場
合
は
保
険
料
納
付
済
期
間
と
し
て

扱
わ
れ
ま
す
（
２
年
以
上
経
過
後
は

保
険
料
に
一
定
の
加
算
が
か
か
り
ま

す
）
。

　

ま
た
、
平
成　

年
度
の
納
付
特
例
が

１７

承
認
さ
れ
た
方
で
、
平
成　

年
度
も
納

１８

付
特
例
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
再
度
申

請
が
必
要
で
す
の
で
、
お
早
め
に
お
願

い
し
ま
す
。

保
険
料
免
除
制
度
・

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す

　

前
年
度
の
所
得
（
収
入
）
が
少
な
く

（
一
定
の
基
準
が
あ
り
ま
す
）
、
保
険

料
を
納
め
る
の
が
困
難
な
と
き
に
は
保

険
料
の
全
額
免
除
・
一
部
納
付
・
若
年

者
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

○
全
額
免
除
・
一
部
納
付
―
本
人
・
配

消費生活センターから
□問 消費生活センター11７２５・８８０５

健
康
は
足
元
か
ら

―
自
分
に
合
っ
た

 

―
自
分
に
合
っ
た

靴
を
選
ぶ
―

靴
を
選
ぶ
―


